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内
閣
府
告
示
第
九
百
二
十
八
号

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ア
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
イ
ン
ク
が
日
本
に
お

い
て
保
険
業
を
行
う
こ
と
を
平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
九

日
付
を
も
っ
て
免
許
し
た
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

一

外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
商
号
、
本
店
の
所
在
地
及

び
設
立
の
年
月
日

商

号

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
・
ア
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
イ
ン
ク

本
店
の
所
在
地

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
五
十
二
丁
目
西
三

十
一
番
地

設
立
の
年
月
日

一
九
八
四
年
三
月
十
六
日

二

外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
設
立
に
当
た
っ
て
準
拠
し

た
法
令
を
制
定
し
た
国
の
国
名

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州

三

外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の

氏
名
及
び
住
所

氏

名

塩
谷

和
彦

住

所

東
京
都
港
区
西
麻
布
四
丁
目
十
七
番
二

十
九
号

四

免
許
の
種
類

外
国
損
害
保
険
業
免
許

五

外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
主
た
る
店

舗東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
一
番
一
号

™


